
「ここでは思いっきり遊んでいい！」
   １組ずつの個別支援

 作業療法士 / 精神保健福祉士 / 公認心理師 / 社会福祉士 / 保育士 在籍 

遊びを通じた発達支援
ご家族へのサポート

一人ひとりの生活に寄り添った支援

児童発達支援事業所
放課後等デイサービス

児童期（０歳～６歳）配布資料



〒730-0016
  広島県広島市中区幟町８－１０仲岡ビル1階

  TEL

  FAX

    

：  082（227）9511

：  082（227）9512

：  cds.flat@flat-style.jp

就労支援センター
FLaT (2013~)

Instagram

 対象年齢 ： ０歳～18歳

 開所日 ： 火～土曜日

 営業時間       ： １０：００～１８：００
 （個別の支援時間は１枠５０分）

 定休日 ： 日、月、祝日、年末年始

 ※送迎はなし / ご家族による送迎をお願いします

施設情報



こんな時、ちょっと気になるけれど

ちょっとした疑問や不安、話しやすいflatでいたい

一緒に遊びながら、お話しながら、成長を見守りたいです

 ・ ごはんを食べるのに時間がかかる

 ・ お箸が使いやすくなる方法を知りたい

 ・ 言葉が出るのが少し遅い？

 ・ 癇癪になるとしばらく落ち着かない

 ・ 検診や園で発達に関する面談があった

 ・ 日々の「ちょっと気になる」を話したいが、
  どこに相談したらいい？  

    などなど



子供たちとご家族の「味方でありたい」

   お子さんの希望

  「やってみたい」

  「できるようになりたい」を応援！

   ご家族の想いや願いを大切に

「なぜだろう」
「どうやったらできるかな」

を一緒に考えながら、

お子さんとご家族の希望の実現を応援します！



flatの特色

作業療法士 / 精神保健福祉士 / 公認心理師 / 社会福祉士 / 保育士 在籍 



０～18歳 １組ずつの個別支援（１枠５０分）

～ 一人ひとりの希望やニーズを大切に、個別のサポート内容を考えます ～

ご家族の「ほっと一息」を大切に

 お子さんの支援中は、ご家族の話を
 ゆっくりお聞きします

「ここでは思いっきり遊んでいい！」

 遊びの中で芽生える自由な発想と行動、
 成長を応援します

… 生活の場が過ごしやすくなる工夫を一緒に考えます
   （※ ご自宅、園への訪問支援も行っています。気軽にご相談ください）

遊びを
通じた

発達支援

ご家族への
サポート

生活に
寄り添う支援



「やってみたい」「できるようになりたい」を応援！

  ・ 子供たちの希望の実現を応援したい！

   遊びは、自由で心躍る成長の源

      子供たちのやってみたい、できるようになりたい

  ことが実現できるよう、お子さんの自由な発想と

  行動をサポートします

  ・「ここでは思いっきり遊んでいい！」

のびのび遊んで、発散！家庭や園での生活が、

より過ごしやすくなればうれしいです

遊びを通じた発達支援



 ご家族の「ほっと一息」を大切に

  ・  一番身近でお子さんを支える、ご家族の方の「楽になったなぁ」

  「ほっとしたなぁ」を大切にしたい

    お子さんの支援中は、ご家族の話をゆっくりお聞きします

  ・「ちょっと気になること、悩んでいることが

                                           あるけれど、、、」

    そんな時に気軽に話せるflatでありたい

    ご家族の想い、願いをお聞きし、一緒に成長を見守りたいです

ご家族へのサポート



 家庭や園の生活が過ごしやすくなる方法を一緒に考えます

 ・  困りごとの背景にある理由を考え、お子さんの好きなことや

 強みもヒントに、家庭や園の生活の工夫を一緒に考えていきます   

 自宅への訪問支援

 ・  実際の生活の様子を見させていただき、生活の工夫を一緒に

   考えていきます。ご希望の際は相談ください

 幼稚園/保育園への訪問、小学校入学に向けた情報共有

 ・  園や小学校の先生方との情報共有の機会を大切にしています

   ご希望の際は相談ください

生活に寄り添う支援



スタッフ保有資格

 作業療法士 / 精神保健福祉士 / 公認心理師 / 社会福祉士 / 保育士在籍

 子供たちとご家族の味方でありたい

 ・ 親でも先生でも友達でもない、身近にいるおじちゃん、おばちゃん

 として、一緒に喜び、楽しみ、試行錯誤する仲間でいたいです

こんなflatですが、どうぞよろしくお願いします

スタッフ



サポート内容

  お子さんやご家族の希望をお聞きし、
  一人一人のニーズに合わせて、個別のサポート内容を考えます！



  お子さんの強みを応援！

  ・ お子さんの世界にお邪魔させていただき、一緒に興味関心を

深めたり広げたりしながら、できるようになったこと、強みを

共有していく

  主体的な考えや行動を大切に

  ・ お子さんのペースを尊重しながら、遊びの中で

   試行錯誤したり、ひらめく過程をサポートし、

創意工夫する力、納得して物事を選択、

   決定する力を大切に

遊びを通じた発達支援



  思いっきり遊んで日々の生活が過ごしやすくなるサポート

  ・「ここは思いっきり遊んでいい！」居場所として、お子さんが

   発散でき、心のゆとりが生まれ、例えば、集団生活のルールが

   守りやすくなったり、家で落ち着いた気持ちで過ごせるなど、

  flatの時間が生活のメリハリになるようなサポートを 

遊びを通じた発達支援



  遊びを通じて心と体の発達をサポート

  ・ 遊びを通じた、人との相互のやりとり、言葉や感情の表出・理解、

   (非)言語コミュニケーション、物事のとらえ方、感覚面の土台作り、

   手/体/道具の使い方…etc

  心と体の発達をサポート

  ・ 発達過程の中で、今できることやこれから

   できるようになることは何かな、と、

   次のステップを考えながら、遊びを展開

遊びを通じた発達支援



  お子さん、ご兄弟との関わりについての相談

  ・ お子さん、ご兄弟の強みやしんどさ、それに対する対処方法や

  受け止め方の共有

  ・ 生活が過ごしやすくなる工夫の共有

（楽になれる方法、声かけ、手順、ルール、家の中の動線や配置など）

  ・ 兄弟同士の関わりの中での悩みやそれに対する対処方法、

   受け止め方の共有

お子さんが自分自身のことを知ることにつながる

(自分の強みを実感し、しんどい時に安心できる環境や方法を自分で選べる)

ご家族へのサポート：お子さんとの関わりについて



  周囲の方との関わりについての相談

  ・ 配偶者、両親、義両親、ママ友、パパ友、

幼稚園 / 保育所 / 小学校の先生、近所の方などとの付き合い方

  ご家族のリフレッシュに関する相談

  ・ お父さん、お母さん、ご家族の方の、自分時間の確保について

（仕事・家事・育児などをトータルで見ての自分時間探し）

  ・ お子さんの支援時間中にflatでできるリフレッシュ

      （リース作りなどのクラフト、コーヒータイムなどなど）

ご家族へのサポート：ご家族について



  身の回りのことが行いやすくなる工夫

  ・ 食事の方法 ：食事時間が短くなる、

   箸やスプーンが使いやすくなる方法など
 

  ・ お風呂の方法：お風呂に入りたくなるような方法、声かけなど

  ・ 着替えの方法：服の並べ方や素材、着替える場所など

  ・ 園に行く準備、片付けが行いやすくなる環境や方法

  ・ 次の行動に移す時に、切り替えが楽になる方法

生活に寄り添う支援：家庭生活の工夫 ①
ご自宅への訪問も可能です

まずはご相談ください



  外出先で過ごしやすくなるような工夫

  ・ 病院や外出先での待ち時間の過ごし方

  ・ 楽しく外食や買い物ができる工夫

  ・ 公園や遊び場での過ごし方（お友達とのコミュニケーションなど）

  ・ 外出先から帰るときの気持ちの切り替え方

  ・ パニック時の理由の把握と気持ちを落ち着かせられるような方法

生活に寄り添う支援：家庭生活の工夫 ②



  安心して園生活が送れるような工夫

  ・ 園に行きたがらない時の背景と負担が少なくなる方法探し

  ・ 友達とのやりとりで感じたこと、コミュニケーションの工夫を共有

  ・ お絵かきや工作、運動遊び、集団遊びが行いやすくなる方法

  ・ 進級、運動会、発表会の時期の安心できる過ごし方

  ・ 園の先生方にお伝えする内容の整理

 

生活に寄り添う支援：園生活のサポート
お子さんの通う幼稚園、

保育園への訪問も可能です
気軽に相談ください



  就学前後のサポート

  ・ 小学校入学に向けた希望や悩み、今後の動き方の整理

  ・ 普通級、通級、支援級など学級選択についての相談

  ・ 就学先の先生方にお伝えする内容の整理

  ・ 小学校入学後の家庭生活、学校生活（登下校、授業中や休み時間の

 過ごし方、学童での過ごし方、宿題、明日の準備など）の相談

  関係機関との連携

  ・ 幼稚園 / 保育所 / 認定こども園 / 小学校 / 保健センター

   かかりつけ医療機関 / 相談支援事業所 / 他児童発達支援事業所など

生活に寄り添う支援：就学前後のサポート



flat利用の流れ

セルフプラン作成
広島市各区窓口やflatにて

サービス等利用計画(案)作成
相談支援事業所にて

聞き取り調査
お住いの市区町村窓口にて

決定通知
「障害児通所支援受給者証」の交付

契約・サービスの利用開始

or

＊ 相談のみ歓迎
  見学、体験は納得できるまでどうぞ！

  利用希望の場合は下記の流れになります



利用の対象となる方

「障害児通所支援受給者証」の交付の対象となる方（下記のいずれか）

•  障害者手帳をお持ちの方

•  自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方

•  医療機関に通院しており、主治医の意見書により、

   障害児通所支援の利用が適当だと認められた方

※ 詳しい交付の条件に関しては、各市町村に問い合わせを



利用料金の目安（障害児通所支援受給者証交付後）

市町村民税非課税世帯(前年) … 0円

        収入が概ね890万円以下の世帯       … 上限 4,600円/月

  収入が概ね890万円以上の世帯       …  上限 37,200円/月

※  年少～年長の3年間  …  0円 (保育園、幼稚園と同様に無償化の対象)

上限額のある場合、１回あたり約1000～1200円
※ご利用日により変動あり

参考：こども家庭庁ホームページ

国の基準に沿って、各市町村によって利用者負担額の設定あり

１回の利用料金の目安



月 火 水 木 金 土 日

午前

午後

他福祉サービスとの併用・例

保育所
等訪問

(他事業所)

 

児童
発達

（flat）

児童
発達

(他事業所)

 

集団

児童
発達

（flat）

  他の児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所との併用可能

  ※ 児童発達支援×児童発達支援は同日利用できないが、別日利用可能
  児童発達支援×保育所等訪問支援は同日利用できる



入口



プレイルーム 相談室



 一般社団法人FLaT

『就労支援センターFLaT』自立訓練(生活訓練)事業所 2013.4~

    〒730-0016    広島市中区幟町3-1 第三山県ビル4階
082(221)6417  flat@flat-style.jp

・ 18歳以上の発達障害、精神障害をお持ちの方への個別の就労支援と生活支援
・ 体調や精神面、生活の中での困りごと、対人関係、はたらくこと（就職

 活動や職場定着など）に対しての相談、支援

『f l a t』児童発達支援事業所 / 放課後等デイサービス

  〒730-0016    広島市中区幟町8-10 1階

082(227)9511  cds.flat@flat-style.jp

   ・ ０歳～18歳 １組ずつの個別支援
   ・ 遊びを通じた発達支援、ご家族へのサポート、

 生活に寄り添う支援（家庭生活、園生活、就学前後のサポート）



『flat』を始めた経緯

～18歳以上の発達障害を持つ方と関わらせてもらってきた中で～

・みんな、いろいろありながらも就職して趣味や好きなことを
しながら楽しく過ごしている

・でも時々子供のころや学生時代を振り返りながら涙する姿に、
もっと早くから味方になれていたら、と感じていた



～発達障害を持つ子供たちやご家族へ～

・強く不安を持たれているご家族に対して、みんな、大人になっ
てからも楽しく過ごしているし、なんとかなっていますよと伝
えたくて

・お父さんやお母さんは親という責任を背負っているから「それ
でいいよ」「大丈夫だよ」以外にも伝えなければいけないこ
とがある

・だから僕たちが「それでいいよ」「大丈夫だよ」と思いっきり
言いたくて

『flat』を始めた経緯



お問い合わせ

  cds.flat@flat-style.jp

  ０８２ー２２７ー９５１１

  HP内のお問い合わせフォーム

・ ちょっと相談したい、話を聞いてみたい

・ 詳しいサポート内容を知りたい

・ 見学 / 体験のご希望 など

Instagram

日々の様子を
ご覧ください♪

気軽に
ご連絡ください♪



少しでもお役に立ちたいと思っています

どうぞもよろしくお願いいたしますm(__)m

子供たちを思いっきり肯定しまくりたい！
そんな思いでいっぱいです
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